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令和５年度豊田市子ども会議 
～大学生サポーター大募集～ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★例えばこんな活動を予定しています👇 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

フォーラムが終わったら最後は市長に報告をします！ 

例③全国の子どもたちと 
つながろう 

新しい魅力が発見できる！ 

 

例①豊田市の魅力
を発信しよう 

例②お土産を作ろう 

 子ども条例 

マスコットキャラクター 

「チルコ」 

みなさんの応募を 

お待ちしています★ 

申込方法は裏面を見てね！ 

自分たちで考えて 

作ってみよう！ 

 

 

☆こんな方にオススメ☆ 

・子どもとかかわることが好き、かかわり方を学びたい！ 

・豊田市について知りたい、考えてみたい！ 

・「まちづくり」に興味がある！ 

・新しいことにチャレンジしてみたい！楽しく学びたい！ 

 

 

 

 

 

知らなかった色々な話が 

できるかも！ 

 

 

何をしたいか考えよう 準備をしよう フォーラムに出展しよう！

子どもの意見や活動について一緒になって考え、子どもの 

主体的な活動をサポートするのがサポーターの役割です★ 

【対  象】大学生（市外の方も大歓迎です！） 

【活動期間】令和５年６月～令和５年１２月まで 

【応募締切】令和５年５月３１日（水）※定員 30 人程度 

子どもの権利条約フォーラムって？？ 

国連「子どもの権利条約」の普及と、子どもの権

利について関心を寄せる人々の意見交換、出会い、

交流の場として始まりました。毎回 2 日間で、延

べ 1,000 人近い参加者が開催地及び全国、そして

海外から集まり、子どもを取り巻く環境や課題に

ついて、現状報告、意見交換を行っています。 

豊田市は、子ども条例に基づき、子どもにやさしいまちを目指すために子ども会議を設置しています。 

今年度は全国から子どもや大人が来るイベント「子どもの権利条約フォーラム２０２３ｉｎとよた」 

にて“子ども文化祭”としての出展を予定しています！ 

子どもたちの話し合いや発表をサポート！ 

子どもたちと一緒に新しいことが学べる！体験できる！ 
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【活動日程、内容（予定）】 

①6 月 25 日（日）   オリエンテーション 

②７月 9 日（日）   

③７月 27 日（木）     

④８月 24 日（木）      

⑤9 月 10 日（日） 

⑥10 月 22 日（日） 

⑦11 月 12 日（日） 

⑧11 月 25 日（土）    

⑨11 月 26 日（日） 

⑩12 月 10 日（日） 市長へ活動報告 

※上記以外に活動日が増える可能性あり 

【活動場所】 

青少年センター等 

【応募方法】 

 下記申込フォームからお申込みください。 

 

 

 

 

応募締め切り：令和５年５月３１日（水） 

【定員・結果通知】 

・定員：３０人程度 

 ※応募が定員を大幅に超えた場合、選考あり。 

６月 15 日（木）までにメールで通知します。 

【その他】 

・会議は、全部出席できなくても大丈夫です。 

 積極的なご参加をお待ちしております。 

・サポーター活動には活動費（旅費等）の支援 

があります。 

・市の HP 等に写真を掲載する可能性があります。 

グループに分かれて 

フォーラムに向けて準備しよう 

フォーラム当日 

参考に・・・ 令和４年度はこんな活動をしました！ 


